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確定申告が始まります
※

⑤
生
命
保
険
、
地
震
保
険
と
⑨
寄
附
金

　
に
つ
い
て
は
電
磁
的
記
録
印
刷
書
面

　
（
保
険
会
社
な
ど
ま
た
は
寄
附
先
か
ら

　

電
磁
的
方
法
に
よ
り
交
付
を
受
け
た
控

　
除
証
明
書
、
ま
た
は
領
収
書
に
記
載
す

　
べ
き
事
項
が
記
録
さ
れ
た
電
子
デ
ー
タ

　
を
印
刷
し
た
書
面
）
に
よ
る
提
出
が
可

　
能
に
な
り
ま
し
た
。

得
税・住
民
税
の
控
除

所

住
民
税
の
決
定
に
つ
い
て

　
今
回
の
申
告
に
よ
り
令
和
３
年
度
住
民

税
額
が
決
定
す
る
の
は
給
与
特
別
徴
収
の

方
（
住
民
税
を
給
与
天
引
き
さ
れ
る
方
）

が
5
月
10
日
頃
、
そ
れ
以
外
の
方
（
住
民

税
を
納
付
書
払
い
も
し
く
は
口
座
振
替
、

年
金
特
徴
で
支
払
う
方
）
は
6
月
10
日
頃

に
な
り
ま
す
。

　
申
告
し
て
い
な
い
収
入
が
あ
れ
ば
そ
れ

を
加
え
て
計
算
す
る
た
め
、
申
告
時
に
お

伝
え
し
た
住
民
税
額
が
変
更
と
な
る
場
合

が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

令
和
３
年
度
か
ら
適
用
さ
れ
る
主
な

変
更
点
に
つ
い
て

■
給
与
所
得
控
除
・
公
的
年
金
等
控
除
の

　
変
更

　
給
与
所
得
控
除
・
公
的
年
金
等
控
除
が

一
律
10
万
円
引
き
下
げ
と
な
り
、
控
除
上

限
額
な
ど
も
変
更
と
な
り
ま
し
た
。
こ
れ

に
伴
い
、
所
得
控
除
な
ど
や
非
課
税
措
置

に
係
る
所
得
要
件
な
ど
も
変
更
と
な
り
ま

し
た
。

■
基
礎
控
除
の
変
更

　
控
除
額
が
10
万
円
引
き
上
げ
と
な
り
ま

し
た
。
た
だ
し
、
前
年
の
合
計
所
得
金
額

が
2
4
0
0
万
円
を
超
え
る
方
は
、
合
計

所
得
金
額
に
応
じ
て
控
除
額
が
変
わ
り
、

前
年
の
合
計
所
得
金
額
が
2
5
0
0
万
円

超
え
る
方
は
、
基
礎
控
除
が
適
用
で
き
な

く
な
り
ま
し
た
。

■
ひ
と
り
親
控
除
の
創
設
・
寡
婦
控
除
の

　
見
直
し

　
婚
姻
歴
や
性
別
に
か
か
わ
ら
ず
一
定
の

要
件
を
満
た
す
場
合
、
ひ
と
り
親
控
除
が

適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
扶
養

親
族
を
有
す
る
寡
婦
の
要
件
に
所
得
制
限

な
ど
が
加
え
ら
れ
、
寡
婦
控
除
の
特
別
加

算
お
よ
び
寡
夫
控
除
が
廃
止
と
な
り
ま
し

た
。

■
所
得
金
額
調
整
控
除
の
創
設

　
給
与
な
ど
の
収
入
金
額
が
8
5
0
万
円

を
超
え
る
方
で
一
定
の
要
件
を
満
た
す
場

合
、
給
与
所
得
に
対
し
て
所
得
金
額
調
整

控
除
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し

た
。

対
象
者
は
認
定
書
ま
た
は
確
認
書
を

持
参
の
う
え
申
告
を

　
次
の
対
象
者
ま
た
は
そ
の
対
象
者
を
扶

養
し
て
い
る
方
は
、
所
得
税
・
住
民
税
の

控
除
と
し
て
一
定
金
額
を
所
得
か
ら
差
し

引
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

■
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書

　
次
に
該
当
す
る
方
に
発
行
し
ま
す
。

①
65
歳
以
上
で
要
介
護
認
定
を
受
け
て
い

　
る
方

②
65
歳
以
上
で
、
６
カ
月
以
上
寝
た
き
り

　
で
食
事
、
排
せ
つ
な
ど
の
日
常
生
活
に

　
支
障
が
あ
る
方

※

認
定
書
を
発
行
す
る
に
は
時
間
を
要
し

　
ま
す
。
事
前
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※

昨
年
以
前
に
認
定
書
を
発
行
し
、
要
介

　
護
認
定
区
分
に
変
更
が
な
い
場
合
は
、

　
そ
の
ま
ま
使
用
で
き
ま
す
。

■
お
む
つ
使
用
確
認
書

　
（
医
療
費
控
除
対
象
）

　
要
介
護
認
定
を
受
け
、
次
の
①
〜
③
の

全
て
に
該
当
す
る
方
に
発
行
し
ま
す
。

①
お
む
つ
代
の
医
療
費
控
除
を
受
け
る
の

　
が
２
年
目
以
降
の
方

②
お
む
つ
を
使
用
し
た
当
該
年
、
ま
た
は

　
前
年
に
作
成
し
た
主
治
医
意
見
書
が
あ

　
る
方

③
主
治
医
意
見
書
の
内
容
で
「
寝
た
き
り

　
の
状
態
で
あ
る
こ
と｣

お
よ
び｢

尿
失
禁

　
の
可
能
性
が
あ
る
こ
と
」
の
２
点
が
確

　
認
で
き
る
方

※

前
年
の「
お
む
つ
使
用
証
明
書
」の
写
し
、

　
ま
た
は
、
そ
れ
以
前
よ
り
お
む
つ
代
の

　
医
療
費
控
除
を
受
け
て
い
る
こ
と
が
確

　
認
で
き
る
書
類
の
写
し
が
必
要
で
す
。

※

お
む
つ
代
の
医
療
費
控
除
を
受
け
る
こ

　
と
が
１
年
目
の
方
は
、
医
師
の
証
明
で

　
あ
る「
お
む
つ
使
用
証
明
書
」（
有
料
）が

　
必
要
で
す
。

■
申
請
窓
口

　
高
齢
者
支
援
課（
名
寄
庁
舎
２
階
）

　
地
域
住
民
課（
風
連
庁
舎
１
階
）

■
問
い
合
わ
せ

　
高
齢
者
支
援
課（
名
寄
庁
舎
２
階
）

　
　
０
１
６
５
４
③
２
１
１
１

　
　
（
内
線
３
２
３
４
〜
３
２
３
６
）

人
市
・
道
民
税
の

非
課
税
限
度
額

個

（※１）本人と扶養親族等の合計人数は、扶養親族、控除対象配偶者、本人の合計人数
　　　　です。合計人数が５人以上の場合は、お問い合わせください。

本人と
扶養親族等
の合計人数
（※１）

１人

２人

３人

４人

65歳以上の方
（昭和31年1月1日以前生まれ）

65歳未満の方
（昭和31年1月2日以降生まれ）

公的年金等の所
得と他の所得の
合計（所得金額）

公的年金等の
収入のみの場合
（収入金額）

公的年金等の所
得と他の所得の
合計（所得金額）

公的年金等の
収入のみの場合
（収入金額）

38万円

83万円

111万円

139万円

148万円

193万円

221万円

249万円

38万円

83万円

111万円

139万円

98万円

147万3,334円

184万6,667円

222万円

人
住
民
税
の
税
制
改
正

個
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